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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成24年12月20日(2012.12.20)

【公表番号】特表2012-507304(P2012-507304A)
【公表日】平成24年3月29日(2012.3.29)
【年通号数】公開・登録公報2012-013
【出願番号】特願2011-535090(P2011-535090)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｎ   5/0775   (2010.01)
   Ａ６１Ｋ  35/23     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  13/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｎ   5/00    ２０２Ｈ
   Ａ６１Ｋ  35/23    　　　　
   Ａ６１Ｐ  13/12    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年10月30日(2012.10.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マーカーＣＤ１３３（陰性）、ＣＤ１４６（陽性）、ＣＤ３４（陰性）、ＣＤ１０５（
陽性）、ＣＤ２４（陽性）およびＰａｘ－２（陽性）により特徴付けられ、少なくとも以
下の細胞型、足細胞、内皮細胞およびメサンギウム細胞に分化する能力によりさらに特徴
付けられる、単離された成人腎臓由来の多能性糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－ＭＳＣ）。
【請求項２】
　さらに骨細胞(osteogenic)、脂肪細胞(adipogenic)および軟骨細胞分化することができ
る、請求項１に記載の成人腎臓由来の多能性糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－ＭＳＣ）。
【請求項３】
　マーカーα－ＳＭＡおよびＯｃｔ－４に対して陰性である、請求項１または２に記載の
成人腎臓由来の多能性糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－ＭＳＣ）。
【請求項４】
　マーカーＣＤ４５に対して陰性である、請求項１から３のいずれかに記載の成人腎臓由
来の多能性糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－ＭＳＣ）。
【請求項５】
　マーカーＣＤ３１に対して陰性である、請求項１から４のいずれかに記載の成人腎臓由
来の多能性糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－ＭＳＣ）。
【請求項６】
　ＣＤ２９、ＣＤ４４、ＣＤ７３、ＣＤ９０、ＣＤ１６６またはそれらの任意の組合せか
らなる群から選択される間葉系幹細胞の表面マーカー特性に対して陽性である、請求項１
から５のいずれかに記載の成人腎臓由来の多能性糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－ＭＳＣ）
。
【請求項７】
　マーカーＮａｎｏｇおよびＭｕｓａｓｈｉに対して陽性である、請求項１から６のいず
れかに記載の成人腎臓由来の多能性糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－ＭＳＣ）。
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【請求項８】
　ビメンチンおよびネスチンに対して陽性であり、サイトケラチンに対して陰性である、
請求項１から７のいずれかに記載の成人腎臓由来の多能性糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－
ＭＳＣ）。
【請求項９】
　ＭＨＣクラスＩ抗原を構成的に発現し、ＭＨＣクラスＩＩ抗原に対して陰性である、請
求項１から８のいずれかに記載の成人腎臓由来の多能性糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－Ｍ
ＳＣ）。
【請求項１０】
　共刺激分子ＣＤ８０、ＣＤ８６およびＣＤ４０に対して陰性である、請求項９に記載の
成人腎臓由来の多能性糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－ＭＳＣ）。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれかに記載の単離された成人腎臓由来の多能性糸球体間葉系幹
細胞（ｈＧＬ－ＭＳＣ）を製造する方法であって、
　特定の成長因子の非存在下で生理学的ｐＨで緩衝された血清含有動物細胞培養培地を含
む拡大培養培地中で成人腎臓由来の脱嚢(decapsulated)糸球体を培養し、それにより、培
養された脱嚢糸球体から増殖した細胞の混合集団を得て、ここに、該細胞の混合集団は、
紡錘状ＣＤ１３３（陰性）、ＣＤ１４６（陽性）細胞およびＣＤ１３３（陽性）、ＣＤ１
４６（陽性）細胞の両方を含む工程、および
　混合集団から紡錘状ＣＤ１３３（陰性）、ＣＤ１４６（陽性）細胞を単離し、ここに、
該紡錘状細胞ＣＤ１３３（陰性）、ＣＤ１４６（陽性）は、所望の成人腎臓由来のヒト多
能性糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－ＭＳＣ）を表す工程
を含む方法。
【請求項１２】
　紡錘状ＣＤ１３３（陰性）、ＣＤ１４６（陽性）細胞が少なくとも第３継代の細胞培養
物から単離される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　ＣＤ１３３（陰性）、ＣＤ１４６（陽性）細胞がそれらの紡錘状形態に基づいて単離さ
れる、請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ＣＤ１３３（陰性）、ＣＤ１４６（陽性）細胞が細胞選別法により単離される、請求項
１１または１２に記載の方法。
【請求項１５】
　医薬として使用するための請求項１から１０のいずれかに記載の単離された成人腎臓由
来の多能性糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－ＭＳＣ）。
【請求項１６】
　再生医療のための使用のための請求項１５に記載の単離された成人腎臓由来の多能性糸
球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－ＭＳＣ）。
【請求項１７】
　腎障害または疾患の治療処置のための使用のための請求項１６に記載の単離された成人
腎臓由来の多能性糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－ＭＳＣ）。
【請求項１８】
　腎糸球体障害または疾患の治療処置のための使用のための請求項１７に記載の単離され
た成人腎臓由来の多能性糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－ＭＳＣ）。
【請求項１９】
　請求項１から１０のいずれかに記載の単離されたヒト糸球体間葉系幹細胞（ｈＧＬ－Ｍ
ＳＣ）ならびに薬学的に許容される担体、希釈剤および／またはビヒクルを含む医薬組成
物。
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